
「福井元気宣言」推進に関する政策合意 
（全部局による取組み） 

 
 
 平成１８年度に「福井元気宣言」を推進するため、特に各部局長が部局間の壁を取

り払い一致協力して取り組む事項を下記のとおりとし、各事項ごとに主担当となる部

局長を決め、関係部局が密接に連絡調整を行いながら責任を持って推進します。 
 
 
 平成１８年４月 
 
 福井県知事        西 川  一 誠 
 
                    総合政策部長 
  総 務 部 長        杉 本  達 治   兼  企業局長   藤 原  宣 章   
 

 安全環境部長  筑 後   康 雄      健康福祉部長  品 谷  義  雄 

 産業労働部長    須 藤    治    農林水産部長  川 口  義 夫 

 土 木 部 長        児 玉    忠 
 
 
１
 

 政策の質の向上           【主担当：総合政策部長】 

  ・ 県政の成果を県民の皆さんが実感できるよう、政策の質の向上に取り組みま

す。  

 

・ 「少子化対策」や「雇用対策」など県庁が一つになって取り組まなければな

らない重要な政策課題については、総合政策部、各部政策推進グループ等がそ

れぞれ独自に政策立案に取り組むなど、県庁一丸となり、力を合わせ知恵を出

し合って質の高い政策立案を行っていきます。 

 総合政策部において取り組む政策課題（例） 

   ・少子化対策   ・雇用対策   ・パブリシティ開発   ・恐竜ブランド 

 

・ 部局長が県庁の外に出て県民ニーズの的確な把握に努め、県民一人ひとりの

視点に立った問題意識を持ち、質の高い政策立案につなげていきます。 
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・ 社会情勢の変動等を的確にとらえ、スピーディーで高度な政策立案につなげ

ていくため、各部政策推進グループ等に各種統計データや必要な情報を収集す

る「データパーソン」を置き、国内外における最新・最先端の施策の実態や福

井県の置かれている状況等を常に的確に把握していきます。 

 

・ 国内外の重要な情報を確実に、かつ、いち早くつかむ体制を整え、常に「先

手」を打って検討を行うことにより、時期を逃さず県民ニーズを的確に国に提

案・要望していきます。また、国の新規モデル事業の獲得に早期から取り組み、

財政負担も少ない効果的な施策を打ち出していきます。 

 
・ 施策の実施に当たっては、職員の意識改革を進め、厳しいコスト意識を持っ

て取り組むとともに、各施策が県民生活の質の向上にどのような効果をもたら

したかを分析し、県民一人ひとりに施策の効果が実感として伝わるよう、絶え

ず創意と工夫を重ねていきます。 
 
 
 
２
 

 市町との連携強化           【主担当：総 務 部 長】 

  ・ 県と市町との連携強化を一層進めるため、「知事・市町長政策懇談会」を開

催します。また、広域自治体としての県と基礎自治体としての市町との役割分

担の明確化を図ります。  

     政策懇談会の開催 ２回 

     県事業と市町事業を体系的に整理し、役割分担を明確化 

 

  ・ 合併後のまちづくりなど、市町が新たな基本構想等を策定する際、本県の総

合的な魅力向上につながるよう、広域的な視点からの施策の提案、情報の提供

など、積極的な連携を図ります。 

     １８年度に基本構想等の作成を予定 ７市町（うち合併市町 ６） 

 

  ・ 市町の特色あるまちづくりを支援するため、福井県版「市町村事務権限移譲

特区制度」などを活用し、権限移譲を推進します。 
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３
 

 わかりやすい県政広報         【主担当：総 務 部 長】 

  ・ 県民に必要な情報が適時・適切に伝わるように、総務部企画幹を責任者とす

る広報力強化会議を中心に広報の集約化・統一化を図るとともに、記者会見の

積極的な活用による効果的な情報提供ができるよう調整します。また、県民か

らの意見や広報効果の検証を踏まえ、随時、広報内容の見直しを行います。 

    記者発表（資料提供） ２，３００件 

       〃  （記者会見）   １２０回 

 

  ・ 県が行う直接広報やメディアを介して行う間接広報の効果的な情報提供方法

についての研修等を通じて、職員一人ひとりの広報マインドの高揚を図るとと

もに、広報番組等への県民参加や若手職員の番組への出演などに努め、県民に

親しみのあるわかりやすい情報提供に努めます。 

    広報番組等への県民参加  １２０回 

     若手職員の番組等出演    ６０回 

 

・ 地上デジタル放送など、技術革新に伴う新しいメディアを活用して県政情報

を提供します。 

 

 

 

４ 「エネルギー研究開発拠点化計画」の推進     【主担当：総合政策部長】 
 

・ 国や研究機関から最先端の情報を積極的に収集し、計画に掲げた「安全・安

心の確保」、「研究開発機能の強化」、「人材の育成・交流」、「産業の創出・育成」

の実現に活用します。 
 

・ 陽子線がん治療のネットワークの構築に向け、患者の紹介や経過観察方法等

について検討を行い、県内の医療機関が連携して県民が利用しやすい体制づく

りを進めます。 
 

・ （財）若狭湾エネルギー研究センターにおいて、技術支援・相談を積極的に

実施し、機器利用の促進を図ります。 
センターにおける技術支援・相談件数    ８０件 
センターの設備・機器の利用件数   ２,３００件 
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・ 県内企業の原子力発電所の保守業務等への参入が図られるよう、（財）若狭湾

エネルギー研究センターにおいて、技能や知識修得のためのＯＪＴ研修を新た

に実施します。 
    開催回数   ２回     参加者数  １６人 

 
・ （財）若狭湾エネルギー研究センターが中心となり、関西・中京圏と県内の

大学の学生の参加を募り、原子力・エネルギーに関する夏季セミナーを新たに

開催します。 
 
・ （財）若狭湾エネルギー研究センターにおいて、新たに嶺南地域の企業等が

行う新製品・新技術開発の支援を行います。 
    新製品・新技術開発支援件数       １０件 

 
・ （財）若狭湾エネルギー研究センター、工業技術センター、（財）ふくい産業

支援センターの有する研究開発および経営支援のノウハウを活用し、技術支

援・相談、経営相談などを実施します。  

 

・ 事業者自らが新たに設備投資を行う意向のある企業の調査を実施し、積極的

な企業誘致活動を行うよう、働きかけます。 
    企業訪問の実施            １００社 

 
 
 

５ ふくいブランド、健康長寿         
 
（１）ふくいブランドの創造          【主担当：総合政策部長】 
  ・ 「健康長寿」を基本戦略としたふくいブランドの確立に向け、全所属を対象

に昨年策定した職員向け「ふくいの認知度アップに向けた情報発信マニュアル」

の研修を実施し、全職員がこれまで以上に福井県を売り込むよう取組みを強化

します。 

全国レベルの新聞や雑誌、機関紙、テレビ等での紹介件数         ３５０件 

「北陸イメージアップに関する調査」での健康長寿の認知度   １０％（平成１７年：７.２％） 

 

  ・ 著名人との関係づくりのため、来県時等に福井県のセールス活動を実施し、

その後も本県の情報を継続的に提供するなど、その関係を深めていく「一期一
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縁プロジェクト」に取り組み、人的ネットワークの充実・活用に努めます。 

 

・ 自然、歴史、食、伝統文化、観光などの分野において、福井県が全国に誇る

地域資源を発掘し、販路拡大、情報発信を支援するとともに、「地域団体商標制

度」の活用を業界等に促すなどして、個別のブランドづくりに取り組みます。 

（自然）  エコ・グリーンツーリズムの推進 

 「ふくいのおいしい水」の全国に向けたＰＲ 

（歴史）  「藤野先生の故郷・福井」の国内外でのＰＲ 

一乗谷朝倉氏遺跡の整備・活用 

（食）   特徴ある農産物や伝統野菜などこだわりのある「食」の都市圏市場での販売、販路開拓 

      「コシヒカリのふるさと・福井」のＰＲと「イクヒカリ」のブランド米としての育成 

（伝統文化）伝統的民家等の保存・活用によるまちづくり 

（観光）  恐竜博物館や恐竜研究成果の全国に向けたＰＲ 

 

・ 地域が誇るブランドの創造に取り組んでいる地域グループに対し、まずスト

ーリーづくりを支援し、次に観光や起業関係の専門家派遣や新商品開発など、 

 「ビジネス化」を支援していきます。また、熟度が高い地域グループに対して

は、旅行会社と連携した観光客誘致等を支援し、地域ブランドのレベルを年々

確実に上げていきます。 

 

プロジェクト名 これまでの主な取組み 今年度の主な取組み 

三国湊魅力づくり（３年

目） 
ジェラート店の開設 
特産品の開発・販売等 

旅行会社と連携し、より魅力

あるツアーを企画 

癒しと体験の旅を求め

て「永平寺」（２年目） 

モニターツアー、新規イ

ベントの実施 

本山と連携した新たな取組み

を実施 

敦賀ラーメンブランド

化（２年目） 

ホームページの開設、マ

ップ作成 
新ラーメンの開発着手 

県外へ向けた PR 活動を実施 
新ラーメンを県内外で販売 

若狭三方五湖やすらぎ

と共生（２年目） 

モニターツアーの実施 
新商品の開発 

季節毎の魅力と自然体験を組

み合わせたツアーを企画 

 

・ 本県の魅力を再認識し県内外に広めていく「考福学運動」を新たに展開しま

す。このため、「実は福井」という言葉によって表されるような本県の魅力ある

地域資源を調査し、データベース化するとともに、考福学人材リストを作成し、

県民一人ひとりがかたりべとして福井の魅力を語れるよう、官民一体となった

運動につなげていきます。 

 5



考福学データベース（県ホームページ掲載）の作成      登録データ ３００件 

考福学人材リストの作成                  登録人数  ３００人 

     考福学かたりべ発表会の開催                参加者数  １００人 

   
・ 関西学院大学との交流・協力を促進し、関西において本県の魅力を紹介・Ｐ

Ｒする取組みを具体化していきます。 
    関西学院大学と県立大学との間での講師の相互派遣・受入による公開講座の開催等 

 

 
（２）健康長寿ふくいの推進       【主担当：健康福祉部長】 
  ・ 「平均寿命」、「健康寿命」ともに世界一で、天寿をまっとうするまで健康で

いきいきと生活できる社会の実現を目指し、心身の健康づくりの促進、研究の

推進、健康長寿ブランドの創造・開発、推進体制の充実という４つの基本的視

点に基づき、本県の健康長寿をさらに確固たるものにするための取組みを進め

るとともに、マスコミなどへ積極的に提供し、「健康長寿ふくい」を県内外へＰ

Ｒしていきます。 

  

  ① 心身の健康づくりの促進 

・ 運動習慣の定着に向けて、一団体一健康づくり運動の活性化や、健康長寿祭

などで健康づくり実践団体の活動を紹介し県民が健康づくりに取り組もうとす

る意識を啓発するとともに、手軽にできる運動習慣であるウォーキングを普及

するため、健康福祉センターを中心に、市町と協働して、ウォーキングマップ

を作成します。このマップの健康づくり実践団体での活用を促すほか、ホーム

ページ等で提供することにより、県民が健康づくりを楽しみながら実践できる

環境づくりを進めます。 
ウォーキングマップを作成する市町数 全市町 

 

  ・ 健康に対する国民一人ひとりの自覚を高め、健康増進の取組みを一層促進す

るために開催される健康日本２１全国大会の１９年度本県開催に向けて、国や

市町、関係団体とともに、本県の食生活や豊かな自然などの特長を活かした事

業内容を検討します。 

 

  ・ 「ふくい２０３０年の姿」に掲げる「高質な自然を守り活かす福井」を目指

し、本県の豊かな自然を健康づくりに活用する方策を検討します。 
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  ② 研究の推進 

  ・ 県立大学は、健康長寿に関する研究拠点の一つとして「健康長寿研究推進機

構」を中心に、健康長寿に関する研究を行います。研究成果は、様々な広報媒

体を通じて県の内外に広く紹介し、研究成果の活用を進めます。 
     新聞・学術誌・テレビ・ラジオ等の媒体による研究成果の紹介 

       件数 １０件（うち全国媒体によるもの ５件） （１７年度 １０件） 

     公開講座の開催 

       テーマ数 ６  うち２テーマ（「認知症防止」、「こころの健康」）は１７年度の公開講座の 

               アンケートで関心が高かったテーマを選定 

       講座数   １０講座 （１７年度 １０講座） 

       受講者目標 延べ１，０００人 （１７年度 １，４４２人） 

     シンポジウムの開催  参加者数 ３００人 （１７年度 ３３０人） 

      

  ・ 衛生環境研究センターは、健康や衛生に関する研究拠点の一つとして、本県

の健康寿命を算定するとともに、学術機関や試験研究機関との連携を強化し、

「花粉飛散とアレルギー疾患の関係」など県民に身近で健康増進に寄与する研

究を行い、その成果を学会や専門誌などで積極的に発表するとともに、県民の

健康福祉の向上に活かしていきます。 

     健康長寿に関する研究成果の発表  ５件 

 

  ③ 健康長寿ブランドの創造・開発 

  ・ 食品加工研究所は、加工食品や健康食材の研究・開発拠点として、食品加工

業者とともに、「健康長寿」というブランドイメージにふさわしい新たな加工食

品の研究・開発や商品化支援を行い、成果をイベントなどで県内外へＰＲして

いきます。 

     健康長寿に関する研究を推進 新規食品研究・開発２件、商品化２件 

 
  ・ 健康食品などの健康長寿関連産業の創出・育成を図るための具体的方策を検

討し、年度内に関連分野の企業等が連携して、推進組織を立ち上げます。 
  
  ・ （財）ふくい産業支援センターは、県内企業の支援機関として、経営に関す

る相談などを通じ、健康・介護ビジネスの支援を行います。 
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  ④ 推進体制の充実 

・ 「健康長寿ふくい推進会議（推進管理者：健康福祉部長）」に新たに関係部

企画幹を加え、「健康長寿ふくい」の積極的な推進に向けて推進体制を強化し、

より迅速な施策展開と責任ある実施を図ります。 

 

 

 

６
 

 新ふくい人の居住促進          【主担当：総合政策部長】 

  ・ 県の総人口が減少に転じる中、活力ある社会を実現するため、「新ふくい人」

の受入れに積極的な市町と連携し、都市圏に居住する団塊の世代等の誘致に取

り組みます。 

県人会員、県外のブランド大使など個人への直接的な呼びかけ  １，５００人 

県内企業の社内報を通じた誘致の呼びかけ     ３誌 

空き家改修、市民農園開設            ３件 

インターネットによる空き家情報バンクの創設 

市町による団塊の世代誘致策の実施        ３市町  

東京・大阪事務所、ブランド室職員への相談件数  ５０件 

 

 
 
７
 
 少子化対策                   【主担当：健康福祉部長】 

  ・ 「福井県元気な子ども・子育て応援計画」に基づき、関係部局が連携し、市

町、企業、関係団体等の取組みを促し、「ふくい３人っ子応援プロジェクト」な

ど総合的な「子育て支援システム」を構築し、子どもを生み育てやすい環境を

整備することにより、子どもがたくさんいる社会の実現を目指します。 

 

  ・ 父親の家事・育児への参画を促進するため、ＮＰＯ法人等の団体が実施する

父親育児セミナーなど父親の子育て参画を促進する取組みを支援するほか、男

女の固定的役割分担意識の見直しを進める学習会、講演会、啓発等を行います。 

     父親の子育て力向上を図る取組み   参加人数  １００人 

     男女共同参画関係講座    参加人数２，０００人 
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  ・ 保護者が身近に子育てについて相談できる環境づくりを進めるため、子育て

マイスターの活動について新聞等を活用して情報を発信するほか、市町と連携

し、全市町において子育て支援センターや児童館などにおける活動を拡充しま

す。 

     子育てマイスターによる子育て相談の実施  ２００回 

 

  ・ 企業において育児休業や看護休暇の取得など働きながら子育てしやすい環境

づくりを促進するため、各種支援制度を掲載したガイドブックを作成し、経済

団体のセミナー等での普及啓発や中小企業２００社の個別訪問を行い、一般事

業主行動計画の策定を促します。さらに、男性の子育てを応援する職場環境づ

くりに取り組む企業を表彰します。 

     一般事業主行動計画策定企業数（労働者３００人以下）  ３０社（１７年度 ４７社） 

     子育て応援企業の表彰 １０社 

   

・ 企業における子育て支援を促進するため、従業員の子育てを応援するための

具体的な取組みを宣言する企業を子育て応援プラスワン宣言企業として募集し、

応募企業を県のホームページ等で広く紹介します。また、子育て等で離職した

女性の再チャレンジ・再就職を支援するため、職場復帰に必要な実務能力の向

上を図る訓練を実施します。 

     子育て応援プラスワン宣言企業 ３０社 

     訓練受講者数 １００人 

 

  ・ 社会全体で結婚を望む男女の縁を取り持ち結婚を応援するため、結婚相談員

による家庭訪問などの活動を一層推進し、理容・美容業界との連携を図り仲人

機能を強化するとともに、男女が出会い交際する機会につながるよう市町や事

業所等における出会い・交流イベントの取組みを働きかけます。 

     出会い・交流イベント参加者  ６５０人 
 

 

  

８
 

 県民の安全・安心        【主担当：安全環境部長】 

     ・  昨年の実動訓練の結果を踏まえ、国民保護計画の実効性をさらに高め、国

民保護措置が的確かつ迅速に実施できるよう、国に対し共同の図上訓練の実施

を働きかけます。 
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    また、訓練結果については、計画の見直しなどに反映します。  

        

   ・ 大雪時における高齢者など要援護者に対する除雪支援体制を強化するため、

積雪状況の見回りや屋根雪下ろしに対する助成金等の支援体制、安全確保や健

康管理などに関する市町の応援計画の作成を支援します。 
 
    ・  各市町の「安全安心センター」の活動を通じて、県警察と密接に連携し、地

域住民の自主防犯団体への加入、新規結成を促進するとともに、自主防犯団体

の相互連携および活動の促進を図ります。 
    また、子どもの安全を確保するため、夜間パトロールに加え、登下校時につ

いてもパトロールを実施し、活動の充実に努めます。 
ふくいマイタウン・パトロール隊の新規結成数  ３５団体  １,８００人 

                             （１７年度末現在      １５４団体  ８,１６０人） 
    

・ 市町、警察、学校など関係機関や地域住民と協力し、登下校時や帰宅後等の

子どもの見守り活動に引き続き取り組み、地域に根付かせます。 
  また、子どもへの安全教育、活動に携わるボランティアの方々が安心して活

動に取り組めるようにするとともに、子どもと「子ども１１０番の家」引受者

の交流を促進することなどにより、子どもの安全・安心対策を強化します。 
「子ども１１０番の家」を巡る交流事業の実施率  １００％ （２１２校） 

          
・ 生産から消費に至る全過程での食の安全・安心への取組みを推進するため、

食を考える集いや現地見学会等の実施および情報提供の充実を通して県民の

理解を促進するとともに、事業者の自主管理体制確立の支援を図り、人口当た

りの食中毒患者数の少なさ全国上位を維持します。 
    人口１０万人当たりの食中毒患者数の少なさ  （１７年） ７３人〔全国第６位〕 

 
・ トレーサビリティシステムについて、生産履歴情報等を開示する品目の拡大

を進めるとともに、さらなる充実を図るため、生産者自らによる検査体制の確

立を進めます。 
      生産履歴情報等開示品目の拡大  青果物１１品目に拡大 

                          （ﾀﾞｲｺﾝ、一寸ｿﾗﾏﾒ、ﾒﾛﾝを新たに追加） 

       （１７年度までの開示品目：ｽｲｶ、ﾐﾃﾞｲﾄﾏﾄ、ﾅｽ、ｻﾄｲﾓ、ｳﾒ、ｷｭｳﾘ、ﾈｷﾞ、ﾋﾟｰﾏﾝ ８品目） 
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９
 

 豊かな自然と美しい環境        

（
 
１）環境資源の保全・活用            【主担当：安全環境部長】 

・ 自然豊かで美しい里地里山の保全・活用を図るため、希少野生生物の生息環

境の保全や環境学習に取り組めるよう支援します。 
  また、県外からの誘客と福井県の魅力の発信に結びつけるために、里地里山

の自然の中で遊び楽しめる自然体験や、稲作体験・引き網漁など自然の恵みが

享受できる農林漁業体験を組み合わせたエコ・グリーンツーリズムを進めます。 

地域リーダーによる耕作放棄地の手入れ、モニタリング調査    ３３か所                                     

越前市白山・坂口地区によるエコ・キャンプの実施         ５０人参加 

エコ・グリーンツーリズムによる交流人口の増加 １５万人に拡大（１６年度 １４万人） 

   
・ 福井の豊かで美しい水資源の保全・活用を図るため、「ふくいのおいしい水」

の福井県観光マップ等への掲載や、福井米の販売時において、炊飯用に「ふく

いのおいしい水」を提供するキャンペーンなどを通じて全国に向けた情報発信

を行うとともに、観光振興につながる地域づくりを進めます。  
  身近な水辺空間である河川・農業用水等の環境に配慮した整備、ＮＰＯや地

域住民等の協働による水辺環境の保全などを進めます。 
環境との調和に配慮した農業農村整備             新たに１７地区                       

水辺の楽校プロジェクトの推進                    真名川 

河川美化活動参加人数                 延べ７０,０００人以上 

 

・ ラムサール条約湿地「三方五湖」の保全・活用を図るため、その具体的な方

策や推進体制について検討し、年内に取りまとめます。 

  海浜自然センターにおいて、魚類の生息状況の調査や田んぼを活用した魚類

の繁殖と水鳥の餌場の確保に取り組みます。 

  また、衛生環境研究センターにおいて、内水面総合センター等の関係機関と

連携し、新たな水質浄化の研究に取り組みます。 

魚類の繁殖・水鳥の飛来場所となるモデル田の確保  2 か所 

 

 

（２）新エネルギーの導入促進            【主担当：総合政策部長】 
 ・ 県内における新エネルギーの導入を促進するため、太陽光発電設備について

積極的な広報に努めるとともに、商工・建設関連団体、環境団体等の会議等さ
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まざまな機会において、導入促進を積極的に要請します。 

太陽光発電能力（累計）    １５,０００ｋｗ  (１７年度末計 ７,８００ｋｗ) 

太陽光発電等の設備を備えた住宅の普及  ９６０戸（３,６００ｋｗ） 

原子力・エネルギー関連技術活用研究会の参加企業を中心に、設備導入を要請 １００社 

県各部が主催するシンポジウム、セミナー等で設備導入を要請        年１０回 

「ＬＯＶＥ・アース・ふくい」へのエコ宣言取組み家庭、事業所に設備導入を普及啓発 

建築関係団体の総会等で要請 

「環境の保全を図る活動」を目的にあげているＮＰＯ団体に設備導入を要請   ２０団体 

県ホームページ、広報紙などを通じた広報の実施 

 

 

（３）鳥獣害のない里づくりの推進           【主担当：農林水産部長】 
・ イノシシ、シカ等の鳥獣による農作物被害を抑制するため、関係部局との連

携を図りながら、地域住民の主体的な参画を促進し、効果的な防除・駆除対策

を実施します。 
また、捕獲したイノシシを食用として有効活用するため、市町や地域団体に

おける実施体制の整備等に対する支援を行います。 
さらに、ツキノワグマの適正な保護管理を進めるため、生息数やＧＰＳを利

用して行動経路・範囲を調査します。 
鳥獣による農産物被害面積      ４７０ｈａ (１７年 ５１８ｈａ) 

                                                                             

     

 

１
 

０ 産業の活性化        【主担当：産業労働部長】 

（１）１５，０００人の雇用創出        
・ 「雇用創出プラン」に掲げた施策の雇用創出成果を検証するとともに、目標

達成に向け、他部局との連携および関係機関への働きかけを継続し、     

１５，０００人の雇用創出を達成します。 

１５，０００人の雇用創出を達成 

（１７年度までの合計 １３，８２３人（見込）  達成率９２．２％（見込）） 

 

 
 

・ 非正規社員の割合が増加しているなどの労働の実態や問題点を調査、分析す

るとともに民間企業の意見等も踏まえて、新たな雇用対策を検討し、雇用の量

だけでなく質の向上が図られるような政策の立案につなげていきます。 
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雇用の実態、問題点調査のための県内企業直接訪問   100 社 

 

 
 
（２）若年無業者（ニート）の自立支援    

・ 専門のカウンセラーを配置した相談窓口の設置を目指すとともに、若年無業

者に対して農作業やボランティアなどの体験の場を提供し、社会への参加意欲

を促します。 

 

   

・ ニート問題に関するセミナーを開催し、県民の意識の醸成に努めるとともに、

教育や精神保健の関係者、企業等で構成する連絡協議会を設置し、情報交換や

対策を検討します。 

 

労働体験者数              ２０人 

セミナー参加者数            ２００人 

 
 
（３）ビジットふくい       
   ・ 「ビジット“ふくい”推進計画」に基づき、意欲的な観光事業者、観光協会

等との意見交換を引き続き実施するとともに、市町との連携を一層強化し、各

市町や観光協会等の新たな取組みにつなげます。 
   

観光協会等との意見交換会等の開催                     ５０回（１７年度 ４８回） 

   

 

  ・ 東尋坊や一乗谷朝倉氏遺跡など県内の主要観光地と地域ブランドの創造やエ

コ・グリーンツーリズムなどに熱心に取り組む地域を結びつけた旅行商品の開

発を行い、福井の四季の魅力を発信します。 
 助成制度により誘致する観光客数                ２０，０００人 

旅行会社等による新たな旅行商品のパンフレット発行部数      

１，５００万部（１７年度 ８３７万部） 

エコ・グリーンツーリズムのコース企画・実施に対する支援   ４団体 

 
 
 
 
  ・ 新しい福井駅を起点とするまちなか観光を推進するため、福井市や市観光コ

ンベンション協会、観光事業者等と協働して、福井ならではの魅力創出に取り

組みます。 
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 また、若手経営者や学生とも協働して、魅力ある店舗やまちなかのにぎわい

づくりを推進します。 
 

市観光コンベンション協会等による福井の街なか観光のための散策マップ等の作成 

 

・ 本県の空の玄関口である小松空港を活用した観光・物産のＰＲ、空港までの

交通アクセスの向上、石川県と連携した東アジアからの観光客誘致を図ります。 

小松空港の観光コーナーを利用した福井県観光物産展の開催（１０月）   
 
 
  ・ ふくいブランド大使をはじめ県内企業や市町、庁内各部局と連携して各種の

会議や全国大会、学会などの誘致を進め、｢健康長寿｣や｢実は福井｣といった本

県の魅力を県内外に強くアピールします。 

コンベンション開催回数               １７０回（１７年度 １６６回） 

コンベンション会場における観光ＰＲの実施       ３０回（１７年度  ２４回） 

ふくいドットコムと県内企業ホームページとのリンク   ２０社

 

 

 

 
  ・ 観光客を迎える市町・観光協会等と連携し、ハード・ソフト両面で観光客の

視点に立った観光ルートの整備を目指します。 
モデルルートの選定、整備方針の策定  

 
  ・ 有料道路については、昨年度、河野海岸有料道路において実施した利用促進

事業を踏まえ、新たに三方五湖有料道路および法恩寺山有料道路においても、

地元等と連携した利用促進事業を行い、より一層の利用促進に努めます。 
 
 

 
１
 

１ 団塊の世代の社会参加促進     【主担当：産業労働部長】 

  ・ 団塊の世代を対象に、就労や就農などの情報提供や相談を実施するとともに、

再就職など就労を支援するセミナー等を開催し、雇用・就業を支援します。 
就労支援セミナー参加者数                  １２０人  

 

  ・ 団塊の世代を対象に、ボランティア団体やＮＰＯの活動の紹介やＮＰＯ設立

相談等の機会を提供し、地域貢献活動を促進します。 
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団塊の世代とＮＰＯとのお見合い見本市参加者数        ２００人 

 
 
 

 
１
 

２ 食育の推進      【主担当：農林水産部長】 

  ・  県民一人ひとりが食に関する知識を深め、本県の食文化に対する理解や、食

への感謝の心が育まれるよう、家庭、地域、学校が一体となった効果的な食育

活動を推進します。 
特に、将来を担う２０代～３０代の若者を対象に、食を大切にする気持ちの

醸成や、バランスの良い食生活を推進するため、魚をさばく体験や食べ残しを

減らす活動等を県民運動として展開します。 
また、「生産する」から「食べる」までの一貫した活動が行われるよう、食育

ボランティア間の交流促進等を通じて、食育活動の充実を図ります。 
県が行っている食育行動指標調査(※)において食育を実践している人の割合  ５０％に向上 

      （１７年度調査時 ４５％） 

  ※食育行動指標調査の概要：食育に関する１１の項目について、その実践を調査したもの 

食育ボランティアの活動回数       延べ８００回（１７年度実績 ７４１回） 

魚がさばくことができる人の育成  １，７００人育成 

 
    ・  家庭での食育活動を推進するため、新たに子育てマイスターによる食育実践

を行います。 
さらに、県および福井型食生活推進県民会議参加団体（※）が中心となって、

「家庭の日」等を活用した家族の団らんの場など身近なところからの食育活動

の実践や、「とれたてふくいの日」等を活用した県産農林水産物の理解促進を図

り、朝食を食べるなどの活動を促進します。 
※農林水産業、食品産業、消費、保健、教育等食生活に関する２７団体で構成 

食育ボランティアや子育てマイスターに対する研修会等への参加人数 

   ５５０人（延べ）（１７年度実績     ４６０人） 

福井型食生活推進県民会議参加団体が実施する研修会等への参加人数 

１８，０００人（延べ）（１７年度実績 １４，８００人） 

 
    ・  学校での食育活動を推進するため、全国に先駆けて配置した栄養教諭を活用

して、「食育」の授業や食に関する課題を抱える子どもおよび保護者に対する相
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談活動を充実します。また、学校給食について、県産農林水産物や伝承料理等

の活用を促進するとともに、「おいしい給食検討委員会（仮称）」による詳細な

調査の実施、学校給食フェアや調理コンテストの開催、アイディアレシピの作

成等を通じて食味向上を図ります。さらに、高校生に対して、食育ボランティ

ア等を活用して食生活に関する意識の向上と実践を促進します。 
 
 
 
１
 

３ 全国植樹祭に向けた展開        【主担当：農林水産部長】 

  ・  ２１年に本県で開催される「第６０回全国植樹祭」について、県民の幅広い

意見を踏まえ、基本構想の策定を行うとともに、ボランティアなど地域活動を

どのように集約化していくか、人が自然に親しむことができる環境の整備をど

のように進めていくか、県民や、市町、関係団体とどのように連携していくか、

など幅広い課題について検討を進め、具体化を図ります。 
第６０回全国植樹祭基本構想の策定  年内に策定 

     
   ・  本県での開催を、県民が森林をはじめとする自然の役割を学び、行動する絶

好の機会と捉え、「木を使う運動」や「花のまち運動」など県民運動の展開を図

ります。県民運動の展開に当たっては、県が中心となってボランティアの育成

を進めるとともに、ＮＰＯ法人等推進団体のネットワーク化を図り、県民運動

が大きなうねりとなるよう推進します。 
森林ボランティアの育成  ３，３００人（１７年度末累計 ３，１２３人） 

フォレストサポーターの育成  １０５人（１７年度末累計 ９５人） 

ジュニアフォレストサポーターの育成  １３０人（１７年度末累計 １００人） 

 
    ・  市町や（社）県緑化推進委員会等と連携し、商店街での花のプランター設置

や、道路等への植栽、転作田を活用した花の作付け、意欲ある地域グループの

育成等を通じて、花と緑にあふれた景観づくりを推進します。 
花や木を使う地域グループ等の育成              新たに１７グループ 

花に詳しい人材を花暦情報員として登録、地域等における活動の促進 ４０人 

 
    ・  県民が身近なところで木を使うことにより、森林の恩恵を学ぶことや、県産

材の利用拡大、森林資源の循環につながるよう、業界が中心となって木製品の

開発を行い、地域や企業など幅広い利用を推進します。 
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県産材活用コーディネーターの育成      ５０人 

県民が身近に使うことができる木製品の開発  １２品目 

 
    ・  県民一人ひとりが森、里、海の連関を知り、高質な自然に親しみ、県外から

訪れる人々や後の世代に語り伝えていくことにつながるよう、水に親しむ活動

の展開や、地産地消の推進、未来を担う子どもたちによる苗木の育成等を通じ

て、県民意識の向上と活動促進を図ります。 
森、里、海のつながりを学習、体験する活動  県下４流域で実施 

地域用水シンポジウムの開催  ３５０人参加 

環境学習リーダー研修の実施  １００人育成 

小学生による植樹祭用苗木の育成、ドングリを育てる活動の実施  全市町 

地域住民が中心となった地域の森マップの作成                全市町 

 
 
 

１４ 景観を活かす街並み創造          
 
（１）景観を活かしたまちづくり            【主担当：土 木 部 長      】 

  ・ 美しい県土を形成する広域的な景観やにぎわいと住環境が調和した街並を保

全･創出するため、市町と連携し、地域の個性を活かしたまちづくりに取り組み

ます。 

景観行政団体となる市町の支援                ４市町 

市町の景観計画策定委員会・ワーキングへの参画        ５市町 

県民参加による景観づくりをテーマとしたセミナーの開催    延べ ２００人 

屋外広告物の設置基準の見直し 

 
  ・ 歴史的建造物を活用したまちづくりを進めるため、歴史的建造物データベー

スの普及･活用を図るなど県民の保存･活用意識を高めるとともに、歴史的建造

物の活用に努めます。また、伝統的民家等を活用したまちづくりを進めるため、

「福井県伝統的民家の保存および活用の推進に関する条例」に基づき県民の保

存･活用意識を高めるとともに、市町と連携して伝統的民家等の保存・活用事業

を実施します。また、整備された街並みや伝統的民家等については、「街の雰囲

気を味わう」ことのできる観光地としてＰＲしていきます。 
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歴史的建造物説明会の実施              ５地区 

伝統的民家保存活用推進員制度の創設  推進員    ５０人 

伝統的民家認定証交付制度の創設    認定証交付 １００件以上 
 
 
（２）鉄道快速化に伴う嶺南のまちづくり       【主担当：総合政策部長】 

 ・ 敦賀駅までのＪＲ鉄道快速化を契機に、関西地域からの交流人口を増やすた

め、敦賀市はもとより、地元の方々と密接な連携、協力を図りながら、その受

け皿となる魅力あるまちづくりを支援していきます。 

新快速直通化開業を関西に広く PR するための記念イベントの開催など、地域の魅力発信への 

支援 

敦賀ラーメンのブランド化など、新たな魅力ある地域資源創出への支援 

オレンジ色の道路照明灯整備など、敦賀駅から金ヶ崎周辺までのにぎわい創出への支援 

縁結びをテーマにした「つるが縁結び紀行」(仮称)作成など、観光資源のネットワーク化への 

支援 

DMV（デュアル・モード・ビークル）の JR 敦賀港線への導入検討 

 

・ 関西地域からの誘客を促進するために、モニターツアーやスタンプラリーを

行い、敦賀のまちなか観光を推進します。 

     モニターツアー参加人数                ６００人 

 

  ・ 魅力とにぎわいのあるまちづくりを推進するため、空き店舗の活用を図るな

ど、若手経営者や学生とも協働して、駅前商店街などの新たな魅力の創出に努

めます。 
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